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日本の気候変動政策と経済成長
の現状
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温暖化対策は成長にマイナスか？
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日本が先駆的な温暖化対策に取り組
む必要がないとされた3つの理由

【1】日本はすでに、世界最高水準の排出削減技術をもっている

【2】日本は石油ショック以来、省エネに取り組んで今や、「乾いた雑巾」だ

【3】日本の限界排出削減費用は世界最高水準／さらなる温暖化対策は成
長にマイナス
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本当に「最高水準の技術」か？

• たしかに、1990年代前半までは、世界でも最
高水準の技術だったかもしれない

• しかし、90年代後半以降、日本のエネルギー
生産性は停滞、その間、主要国が生産性を
一貫して高め、次々と日本を抜き去ったことを
どう考えるか

• もはや最高水準といえないのではないか。あ
るいは削減技術としては最高でも、それが付
加価値の創出に結びついていない可能性
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「炭素生産性」でパフォーマンスを評
価する
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OECD諸国が対象
OECD諸国のうちで、⼈⼝500万⼈以上の国で、かつ、⽇本より⼀⼈当たり
GDPが⾼い国

（出所）OECD (2016) Effective Carbon Rates Pricing CO2 through Taxes and Emissions Trading Systems,
IEA (2016) CO2 emissions from fuel combustion 2016 IEA, World Energy Balances 2016 より作成

（注）⽇本のGDPは、平成28年12⽉に内閣府によって基準改定された数値を⽤いている。

（注）グラフの平均実効炭素価格とは、OECDの部⾨別に出された実効炭素価格を各
国の部⾨別排出量で加重平均して、⼀国平均の実効炭素価格を求めたもの。

 「スイス、ノルウェー、スウェーデンは、⽔⼒発電が豊富なために炭
素⽣産性が⾼い」との指摘があるが、スイスのエネルギー⽣産性は
OECD諸国で最も⾼い（我が国の約2.5倍）。またノルウェーも
OECD諸国で第4位のエネルギー⽣産性を誇る。

 スウェーデンについては、1991年の炭素税導⼊以来、バイオマスを
中⼼に⽔⼒以外の再エネの供給量が3倍に増加し、⼀次エネルギー供
給に占める割合が20％を占めるに⾄っている（⽔⼒は10％程度）。
結果として、90年代から炭素⽣産性は2倍以上（⾃国通貨実質GDP
ベース）に上昇した。

 また、⾵⼒発電の⽐率が⾼いデンマークは、エネルギー⽣産性につい
ても、スイスに次いでOECD内で2位（我が国の約2倍）。

実効炭素価格と炭素⽣産性

左図において、ドイツ、英国、オラ
ンダについては、「我が国より実効炭
素価格が⾼いにもかかわらず炭素⽣産
性が我が国と同程度しかない」との指
摘が可能である。左図の対象である
2012年は、年平均1ドル79.8円との
歴史的な円⾼であり、我が国の炭素⽣
産性は現在より相当⾼めに表⽰されて
いる。
2014年（1ドル106円）では、ド

イツ、英国、オランダとも我が国より
炭素⽣産性が⾼く、かつ、エネルギー
⽣産性も⾼い。（右図）

独英蘭の各国は、95年時点では我が国の半分程度の
炭素⽣産性しかなかったが、2000年代以降改善を続
け我が国を追い抜いた。
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• 実効炭素価格が⾼い国は、炭素⽣産性が⾼い傾向にある（左図）。
※実効炭素価格（Effective Carbon Rates）︓ OECDは、炭素税、排出量取引制度、エネルギー課税を合計した炭素価格を「実効炭素価格」として、2012年4⽉現

在における各国の⽐較・評価を⾏っている。なお、我が国の温対税（炭素価格289円／CO2トン）は導⼊前で含まれていない。

• なお、我が国の炭素⽣産性や⼀⼈当たり排出量はグラフ上の近似曲線付近にあり、実効炭素
価格に含まれない既存制度による暗⽰的な炭素価格が他国の制度に⽐べて特に削減に寄与
している、すなわち、グラフ全体の趨勢から乖離して、他国と同レベルの実効炭素価格であり
ながら、他国より特に⾼い炭素⽣産性を⽰して⼗分に⻑期⼤幅削減に近づいている位置を
占めているという現象は確認できない。
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y=0.086x+1.003
（5.47）

R2=0.47
y=0.105x+1.132

（3.87）
R2=0.48（ の国を対象）



（出所）OECD (2016) Effective Carbon Rates Pricing CO2 through Taxes and Emissions Trading Systems,
OECD Statistics より作成

（注）⽇本のGDP統計の2008基準への対応は、2016年12⽉になされたため、現時点のOECD統計には反映されていない。その
ため、⽇本の総資本形成及び知的財産⽣産物形成は、2012年段階で総額で17兆円程度少なく⾒積もられていると考えられる。

• 実効炭素価格が⾼い国は⼀⼈当たりの総資本形成（GDPに計上されるいわゆるフローの投資額）
が停滞している現象は観察されず、多い国も存在する（左図）。

• また、実効炭素価格と、⼀⼈当たりの総資本形成のうちの知的財産⽣産物形成（※）との間で正の
相関が観察される（右図︓因果関係を⽰しているものではない）。カーボンプライシングが、イノ
ベーションを促進するとの指摘（G7富⼭⼤⾂会合コミュニケなど）と⽭盾する現象ではないと考
えられる。
※ 国連のGDP計算の基準であるSNA2008より導⼊された概念（Intellectual Property Products）。いわゆる「無形資産」のうち、コンピューター・ソフト

ウェア、娯楽、⽂芸、芸術作品の原本等に加え、SNA1993では中間消費とされていた「研究開発」を含む資産項⽬。近年、この「無形資産」への投資がイ
ノベーションを促進するものとして注⽬されている（平成28年版労働経済⽩書など）。

（注）グラフの平均実効炭素価格とは、OECDの部⾨別に出された実効炭素価格
を各国の部⾨別排出量で加重平均して、⼀国平均の実効炭素価格を求めたもの。
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実効炭素価格と投資・⾼付加価値化との関係

y=0.024x+0.30
（3.79）

R2=0.31
y=0.018x+1.248

（2.3）
R2=0.27（ の国を対象）

y=0.076x+3.384
（2.57）

R2=0.17
y=0.027x+8.509

（0.61）
R2=0.03（ の国を対象）

実効炭素価格
が⾼い国は、総
資本形成が低い
傾向になる現象
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OECD諸国のうちデー
タがある国が対象

OECD諸国のうちで、
⼈⼝500万⼈以上の国
で、かつ、⽇本より⼀
⼈当たりGDPが⾼い
国



大量排出業種のパフォーマンスを見る
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炭素生産性とGHG大量排出業種

• 財務省「法人企業統計」各年度版の「業種別，
規模別資産・負債・純資産及び損益表」、環
境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表
制度」各年度版、GIO 温室効果ガスインベント

リオフィス「温室効果ガスインベントリ」各年度
版データより、GHG大量排出11業種の各年度
「炭素生産性」と「総資本営業利益率(ROA)」
を計算
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CO2大量排出上位11業種における炭素生産性
と総資本営業利益率(ROA)の関係(2014年)
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【出所】諸富(2020)，p.110, 図3-9.
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CO2大量排出上位11業種の総資本営
業利益率の推移(単位：％)

【出所】諸富(2020)，p.112-113, 表3-2.
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分析結果とカーボンプライシングの新しい役割

• CO2大量排出上位11業種のパフォーマンスを観察したところ、炭素生産
性の低い業種は、同時に収益率も低い傾向(第3象限)

• その対極(第1象限)には、炭素生産性でも収益率でも製造業全体平均を
上回る業種群が存在する

• こうした事実から、産業政策／環境政策を通じて炭素生産性と収益率の
両者を同時に引き上げる(スライド12枚目の北西方面へのシフト)ことが、
日本経済にとって重要課題

1)とりわけ、第3象限に属する業種群が収益性でも炭素生産性の向上が
急務

2)あるいは産業構造転換を促すことで、日本の産業の重心を「収益率が高
く、脱炭素化を達成できる」領域へシフトさせることも一考の余地

• 産業政策上の政策手段としての「カーボンプライシング」
• とりわけ、炭素税収を付加価値の高い産業に還流させれば(あるいは法

人税の減税に還流させれば) 、カーボンプライシングは、たんに環境政策
上の手段としてだけでなく、日本の産業構造の「脱炭素化」を後押ししつ
つ、同時にその付加価値(収益率)向上を促すことで、成長戦略実現のた
めの政策手段として位置づけ直すことができる
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図 カーボンプライシング導入による収益率の変化 

［出所］Weizsäcker (1990)邦訳版，180 頁，図 41 を加筆修正． 
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欧州産業の脱炭素化への途



EUの温室効果ガス排出削減目標



EU27カ国の産業部門のCO2排出量の推移
(1990‐2018年)と2030年／2050年削減目標



現行技術の延長線上の省エネでは間
に合わない



2030年までに更新がなされるべき素
材産業の設備更新の比率(％)



鉄鋼産業の事例

• 鉄鋼産業の脱炭素化のためには、製鉄プロ
セスの根本的な変革が必要

• 鉄鉱石を原料とする鉄鋼生産を完全に脱炭
素化するためには「電解採取
(electrowinning)」、あるいは「水素還元法」を
還元手法として採用する必要

• 水素還元法を採用するには、水素が大量に
製造される環境の整備が必要となるが、水素
製造コストが高価であることがネックとなる



素材産業の脱炭素化に必要な技術に
よるCO2排出削減コストの推計



脱炭素化に向けた政策手段

１）将来に向けた産業生産設備の建設に対する

ドイツ国家脱炭素基金から支払われる投資補

助金

２）新しいインフラ建設や既存設備の現代化に

対するグリーン公共調達

３）炭素差額決済(Carbon Contracts for 
Difference: CCfDs)

４）炭素国境調整メカニズム



動き出す鉄鋼産業

• スウェーデン鉄鋼大手SSABなど3社は、石炭（コーク
ス）などの化石燃料の代わりに水素を使う新製法を
2035年に実用化、45年に商業化するプロジェクトを開
始している

• 「日本製鉄は2050年に温暖化ガスの排出量を実質ゼ
ロにする方針を決めた。・・・二酸化炭素（CO2）の排出
を大幅に抑えることのできる水素製鉄法の導入を目
指すほか、排出ガスの少ない電炉の活用を広げる」
(日経新聞、2020年12月11日)

• JFEホールディングスは2020年9月15日、2050年以降
の早い時期に、排出を実質ゼロにする「炭素中立」を
目指すと発表



日本の素材産業の脱炭素化は
可能か

「グリーン成長戦略」を考える



「緑の産業政策」がない日本

• これまで、日本ではグリーン・ニューディールの
議論はおろか、脱炭素化へ向けた産業政策の
あり方をめぐる議論はほとんど皆無といってよ
かった

• パリ協定に基づく2030年までの温室効果ガス目
標の国連への提出の際、2013年度比で26％と
いう現行削減目標の引き上げを見送った

• こうした状況は、日本の産業のさらなる地盤沈下
につながる

• 脱炭素化に向けて、産業の構造転換をどのよう
に進めるべきかが正面の課題になるべき



経産省「グリーン成長戦略」の概略

• 第1節「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン
成長戦略」

➤カーボンニュートラル化が経済成長をもたらしうる
➤それを実現するために「戦略」を推進する必要がある

• 第2節「グリーン成長の枠組み」
➤カーボンニュートラルを実現するには、①研究開発⇒②実証⇒③導入拡大⇒④

自立商用化、という各段階を踏んでいく必要があり、そのために予算、税制、金
融、

規制改革・標準化、そして国際連携の各局面で政策を実行していく必要がある

• 第3節「分野横断的な主要な政策ツール」
➤これら各局面で既にとられている政策、これから取られるべき政策を説明

• 第4節「重要分野における『実行計画』」
➤14の産業分野において、脱炭素化に向けた具体的な技術とそれを産業化するに
あたっての工程表を作成、提示

➤わずか数年前に脱炭素化すると「わずか2～3の産業しか残らない」と否定的だっ
た経産省の立場を踏まえると、相当踏み込んだ産業政策上の課題が具体的かつ
前向きに提示されており、意義ある一歩



「グリーン成長戦略」の限界

【１】技術のウィッシュ・リストに過ぎず、脱
炭素化の担保がない

➤加えて、技術の費用対効果分析がない

【２】「実行計画」の社会的影響評価がない
➤「成長戦略」を名乗るのであれば、そのコストと経済効
果が示され、後者＞前者により経済成長が可能である
ことが示される必要

【３】技術偏重で、制度的・政策的・市場的
側面が薄い

➤技術を普及・実装してこそイノベーションは効果を発
揮。それには、市場、制度、組織が決定的に重要



根本的な疑問点

• なぜ14の「重要分野」が選ばれたのか？
➤逆になぜ、石炭火力発電にまったく言及がないのか？
➤なぜ、鉄鋼をはじめとする素材産業(＝CO2大量排出業種)がまったく取
り上げられていないのか？

➤本来、カーボンニュートラル実現には、CO2を大量に出している発電、産
業、そして運輸部門への手当てが最優先

• 家庭、業務、そして大半の産業部門の
排出は、電源構成に大きく影響を受ける
➤電力部門の脱炭素化なしにこれら他のセクターの脱炭素化も困難
➤結局、再エネを大量導入する一方、石炭火力(石油火力)発電を全廃す
るほかない

➤それをどのようなスケジュールで、どのような手段で実現するのかを書
くのが「戦略」ではないのか？



例えば、「危機」にある日本の鉄鋼産業

• CO2が1990年以降、ほとんど減って
いない鉄鋼産業
➤1990年代初頭からずっと構造不況業種
➤2000年代前半のみ、中国の「爆食」の恩恵で高収益
➤リーマンショック以降は再び需要が落ち込み、中国企業の
台頭にで日本の自動車鋼板需要も奪われる

• その背景要因は？
➤国内鉄鋼需要の減少にもかかわらず、過剰生産設備の整理が
進まないこと、最新鋭設備により競争力を高めてくる中国の製鉄
産業に対する日本の製鉄産業への劣後という構造要因

➤鉄鋼産業の生き残りには、生産設備の整理統合、残った生産設
備への水素還元法の導入とともに、その抜本的な近代化が必要





コロナ後の新しい日本経済発展の途
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コロナ禍の産業構造へのインパクト

• 国際的に、有形資産を中核とする産業から無形資
産を中核とする産業に中心軸がシフトする(「資本主
義の非物質主義的転回」)

• 炭素集約型の素材産業(鉄鋼、石油・石炭製品、化
学、土石・窯業、パルプ・紙など)は脱炭素、デジタル
化、グローバル化、代替製品の台頭で構造転換を
迫られる

• 以上の産業構造変化は、「脱炭素」が要求する方向
と一致。デカップリングを実行し、さらなる成長へ

• だが現状は、その規模とスピードは求められている
水準に大幅に足りない
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グリーンリカバリー政策の必要性
• グリーンリカバリー(①CPの導入、②脱炭素経済のインフ

ラ整備、③再エネを中心とするエネルギー転換)で緑の
経済再生を

• デカップリングの成功要因は、①産業構造の転換、②環
境改善投資、③環境・エネルギービジネスの創出、の3
点。

• 素材産業は、生き残りを目指すのであれば、「脱炭素
化」を(ex.スウェーデンの鉄鋼業は、2045年までに正味
CO2排出ゼロに向かう)。

• 以上を通じて労働生産性／炭素生産性を同時に引き上
げ、新しい経済成長を

• CPは持続可能性を公正な競争ルールとして資本主義に
組み込む点に画期的な意義

• もちろん、CPが生み出す財源を「脱炭素社会」への移行
の投資／緩和財源に用いることができる
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『資本主義の新しい形』岩波書店，
2020年1月刊行

• 第1章変貌しつつある資本主義

• 第2章資本主義の進化としての

「非物質主義的転回」

• 第3章製造業のサービス産業化

と日本の将来

• 第4章資本主義・不平等・経済

成長

• 終章社会的投資国家への転換

をどのように進めるべきか
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カーボンプライシングの現状
「税制全体のグリーン化推進検討会」第3回(2021年3月5日)

～配付資料２「炭素税、国境調整措置を巡る最近の動向について」より～









炭素税設計の論点

• 課税標準

• 課税対象

• 税率(引き上げる場合にはそのスケジュール)
• 課税段階

• 減免

• 他の政策手段とのポリシー・ミックス

• 税収の使途



カーボンプライシングの効果は？









国際比較でみた日本の
カーボンプライシング



温暖化対策税

• 2010年12月16日に税制改正大綱で閣議決
定、2012年10月1日施行

• 温室効果ガスの排出に比例し、化石燃料に
課税。税収はすべて、地球温暖化対策に充
てられる

• 温室効果ガス排出削減のための政策手段で
あると同時に、その対策財源の調達を目的と
した、二重の目的をもった税



石油石炭税と、その他の化石燃料課税

課税対象

上流
課税標準

天然
ガス

石油・石油製品 石炭 電力

税目 石油石炭税

下流

課税標準
天然
ガス

ガソ
リン

軽油 LPG 灯油 重油
ジェ
ット
燃料

石炭 電力

税目
ガソ
リン
税＊

軽油
引取
税

石油
ガス
税

航空
機燃
料税

電源開発
促進税

は現行税制の下で課税されている課税対象を示す。

＊「ガソリン税」とは、揮発油(＝ガソリン)に課税ベースを置く「揮発油税」と「地方道路税」を総称する名称である。















イギリスおよびドイツにおける

環境税制改革の経済的影響



イギリス［環境税＋排出権取引＋協定］

➤イギリスにおける気候変動税[Climate Change 
Levy: CCL]の導入(2001年 4月 1日～)

［税率］

＊LPG           0.07ペンス／kwh
＊ガスおよび石炭 0.15ペンス／kwh
＊電力 0.43ペンス／kwh 



イギリス［環境税＋排出権取引＋協定］

➤税収中立的な環境税制改革

税収は、社会保険料(National Insurance Contributions: NICs)
の雇用者負担分の12.2％を 0.3％分引き下げること、そして、
エネルギー効率性改善投資に対する補助金として産業に還
付される。

➤エネルギー集約型産業の国際競争力に対する配慮

いわゆるエネルギー集約型産業に属し、政府の基準を満た
すようなエネルギー効率性改善に関する協定を政府と結ぶ
企業は、気候変動税の税率が80％割り引かれる。

➤「気候変動税」、「気候変動協定(CCA)」、「排出権取引制度
(UK ETS)」という3つの政策手段のポリシー・ミックスとなって
いる。



ドイツにおける環境税制改革
（Ökologische Steuerreform）

2.1．ドイツ環境税制改革の内容

(1)1999年の「環境税制改革の導入に関する法律」
(Gesetz zum Einstieg in die ökologische 
Steuerreform)の成立

➤鉱油税の引き上げ(ガソリンは 6ペニヒ[3.07セント]
／㍑、暖房用油は4ペニヒ[2.05セント]／㍑、天然ガ
スは0.32ペニヒ[0.164セント]／kWhの引き上げ)。
➤電力税の導入(2ペニヒ[2.05セント]／kWh)
➤ただし、石炭と暖房用重油は非課税

➤減免税規定



ドイツにおける環境税制改革
（Ökologische Steuerreform）

2.2．2000年の「環境税制改革の継続」に関する法律
(Gesetz zur Fortführung der Ӧkologischen 
Steuerreform)の成立

➤2000年から2003年にかけて4段階に分けて環境
課税を段階的に強化

2.3．2003年の「環境税制改革の更なる発展」に関する
法律(Gesetz zur Fortentwicklung der Ӧkologischen 
Steuerreform)の成立

➤環境政策上望ましくない租税特別措置の整理縮
小と、鉱油税の税率引き上げを目的として成立



1999 2000 2001 2002 2003

石炭(ct/kg) － － － － －

ガソリン(ct/㍑) 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
暖房用軽油(ct/

㍑)
2.05 － － － －

暖房用重油
(ct/kg)

－ 0.26 － － 0.71

天然ガス
(ct/kWh)

0.164 － － － 0.202

液化ガス(ct/kg) － － － － 2.23
電力(ct/kWh) 1.02 0.26 0.26 0.26 0.26

表 環境税制改革による税率引き上げの推移(単位：ユーロセント[ct])



ドイツにおける環境税制改革
（Ökologische Steuerreform）

2.4．税収の取り扱い～社会保険料の段階的引下げ～

税収はほとんど全て、社会保険料の雇用者および被雇用

者負担分の引下げに用いられる。

年 税収規模 社会保険料引下げ率

1999        43億ユーロ 0.6 ％
2000        88億ユーロ 1.0 ％
2001      118億ユーロ 1.3 ％
2002      146億ユーロ 1.5 ％
2003       188億ユーロ 1.7 ％



英国環境税制改革の評価
(Cambridge Econometrics 2005)



PANTA
RHEI
モデル

-3.00-2.85-2.81-2.49-2.25-1.80-0.78CO2排出

0.490.560.640.550.340.430.58雇用

-0.100.020.100.090.030.120.24GDP

LEAN
モデル

-2.21-2.35-2.30-1.94-1.52-1.10-0.42CO2排出

0.510.470.420.340.310.230.10雇用

-0.54-0.61-0.56-0.48-0.33-0.24-0.13GDP

2010200520032002200120001999

表 主要指標に対する環境税制改革の効果(参照シナリオからの乖離：％)



まとめ

➤税収中立的な環境税制改革であれば、経済成長や
雇用に大きなマイナスの影響を与えることなく環境
税を導入し、温室効果ガス排出の削減を行うことは
可能。

➤エネルギー集約的かつ労働集約的でない産業の負
担軽減措置も必要。しかし、それは協定制度の下で
排出削減へ向けた努力とセットで提供されるべき。

➤税と協定のポリシー・ミックスでは、「アナウンスメン
ト効果」や「知覚効果」についても検証すべき。



カーボンプライシング検討状況
～経産省「世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経

済的手法等のあり方に関する研究会」資料より～



開催の趣旨

• 欧州が、気候変動対策の不十分な国からの輸入品に対し
て、調整措置を講じる「国境調整措置」について検討を進

め、今年６月までには制度詳細を公表することを明らかにし
ている。また、米国バイデン政権でも公約の中には国境調
整措置について言及がある

• これらの世界的な動きに対し、我が国で昨年末に策定された
「グリーン成長戦略」において、既存制度の整備や更なる対
応を検討することを明記している。

• 我が国にとって、「成長に資するカーボンプライシング」とは、
いかなる制度設計が考えられるか、炭素税や排出量取引制

度のみならず、国境調整措置やクレジット取引等も含めて、
幅広く議論を進めるものとする。
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